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※ 「倒産などで職を失った人に対する国保税の軽減」の適用を受ける人が同一世帯
にいる場合、所得区分が変更になることがあります。
*1  ア～オは、限度額適用認定証の適用区分欄の記号です。
*2 「基礎控除後の所得」とは、総所得金額等の合計額から基礎控除額と純損失の
繰越額を控除（ただし、雑損失の繰越額は控除しません。）した金額です。
*3 高額療養費の支給が年４回以上あるとき、自己負担限度額が変わります。

※「倒産などで職を失った人に対する国保税の軽減」の適用を受ける人が同一世
帯にいる場合、所得区分が変更になることがあります。
※ 75 歳に到達する月の自己負担限度額は誕生日前の国保制度と誕生日以後の後
期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の２分の１になり
ます。
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